
（一社）山梨県建設業協会との意見交換会 

 
日 時：令和５年１０月１６日（月）１５：３０～１７：００ 

場 所：ベルクラシック甲府 ３階 エリザベート 

 

議 事 次 第 

 
司会：関東地方整備局 企画部 

技術開発調整官 

 

 １．開  会 

 

 ２．挨  拶 

  ○ 関東地方整備局長 

  ○ 山梨県 県土整備部長 

  ○ （一社）山梨県建設業協会長 

 

 ３．情 報 提 供 

  ◇ 関東地方整備局の取り組みについて 

  ◇ 建設産業行政の最近の動き 

  ◇ （一社）山梨県建設業協会の活動状況 

 

 ４．前年度意見要望への対応状況等 

 

 ５．意 見 交 換 

  ◇ （一社）山梨県建設業協会 提案テーマ 

１）公共事業予算の確保について 

２）効果的な道路事業の推進について 

３）賃金引上げへの対応と賃上げ期間に関する定義の変更について 

４）諸経費（率分）の改訂について 

５）治水の安全性向上と｢河川防災ステーション｣について 

６）担い手育成に向けた書類簡素化の更なる推進について 

  ◇ 自由討議 

 

 ６．閉  会 

  ○ 関東地方整備局 副局長  
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令和５年度　（一社）山梨県建設業協会との意見交換会（進行表）
令和５年１０月１６日（月）１５：３０～１７：００　於：ベルクラシック甲府　３階　エリザベート

発言者 配付資料

《開会》

15:30 開会 （司会：髙森 技術開発調整官）

～ 15:45 (15分) 挨拶 関東地方整備局 関東地整　藤巻局長

山梨県 山梨県　椎葉県土整備部長

一般社団法人　山梨県建設業協会 協会　浅野会長

15:45 ～ 15:47 (2分) 出席者紹介 　※資料確認含む 出席者一覧・配席表

《情報提供》

15:47 ～ 15:55 (8分) 関東地方整備局の取組

関東地方整備局の取り組みについて 企画部  佐藤技術調査課長 整備局資料－１

建設産業行政の最近の動き 建政部　一力建設産業第一課長 整備局資料－２

15:55 ～ 16:05 (10分) 笛吹建設業協会

《前年度意見要望への対応状況等》

16:05 ～ 16:06 (1分) 企画部　荒井技術管理課長 整備局資料－３

《意見交換》

　〔協会側テーマ〕

16:06 ～ 16:46 (40分)

　〔自由討議〕 　

16:46 ～ 16:55 (9分) 自由討議 （質疑：適宜発言）

《閉会》

16:55 ～ 17:00 (5分) 閉会 関東地整　森副局長

整備局資料－４

時　間 内　　容

（一社）山梨県建設業協会の活動状況

１）公共事業予算の確保について
２）効果的な道路事業の推進について
３）賃金引上げへの対応と賃上げ期間に関する定義の変更について
４）諸経費（率分）の改訂について
５）治水の安全性向上と｢河川防災ステーション｣について
６）担い手育成に向けた書類簡素化の更なる推進について

協会提案説明：
　  　　１）佐々木建設・ＤＸ部会長
　　　　２）井上建設・ＤＸ副部会長
　　　　３）大村建設・ＤＸ部会員
　　　　４）浅野建設・ＤＸ部会員
　　　　５）保坂建設・ＤＸ部会員
　　　　６）田村建設・ＤＸ部会員
 回答：１）企画部　荒井技術管理課長
　　　　２）企画部　佐藤技術調査課長
　　　　　　山梨県　県土整備部　若尾技監
　　　　３）企画部　荒井技術管理課長
　　　　　　企画部　佐藤技術調査課長
　　　　４）企画部　荒井技術管理課長
　　　　５）企画部　荒井技術管理課長
　　　　　　山梨県　県土整備部　若尾技監
　　　　６） 企画部　荒井技術管理課長



令和５年度 （一社）山梨県建設業協会との意見交換会

国土交通省 関東地方整備局

関東地方整備局の取組について

令和５年１０月１６日

整備局資料－１



１．令和５年度 予算の概要 P 2

２．令和５年度 上半期の執行状況について P 6

３．働き方改革・担い手確保への取り組み P 10

４．土木工事電子書類スリム化ガイド（改定） P13

５．インフラ分野のＤＸ推進について P17

６．首都圏広域地方計画「基本的な考え方」について P24

７．総合評価落札方式におけるWLB推進企業へ
の加点措置に関する説明会 P26

８． 総合評価落札方式における賃上げを実施する
企業に対する加点措置 P37
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１．令和５年度 予算の概要
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直轄事業費
４，６３０億円

[前年度比 1.02]

補助事業費
４，６７６億円

[前年度比 1.02]

道路 ２，４６５
[0.98]

治水 ８７８
[1.04]

港湾 ５５１
[0.98]

官庁営繕 １８１ [1.18] 

国営公園等 ６８ [0.96] 

都市水環境整備 ６３ [0.84]

空港 ３４９
[1.30]

海岸 ７５
[2.14]

市街地整備 １，６６６
[1.02]

住宅対策 ４０１
[0.98]

道路 １，８１７
[0.97]

治水 ３１６ [1.02]

港湾 ９４ [0.71]

下水道 ３５５
[1.74] 海岸 ８

[0.80]

※ 計数はそれぞれ四捨五入しているため、端数において合計とは一致しない場合がある。

（単位：億円） （単位：億円）

社会資本総合整備事業費
（社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金）

７，９１８億円
[前年度比 0.93]

国営公園等 １２ [0.87]
直轄 補助

※ [ 括弧書き ] は、対前年度比

関東地方整備局の令和５年度予算

○令和５年度の当初予算は1兆7,224億円（前年度比0.98）。
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16,114 

17,714 
18,738 

19,372 19,370 18,970 19,221 

20,942 
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17,120 
17,604 

17,224 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5

防災・減災、国土強靭化のための
５か年加速化対策 初年度分(3,589億円)を含む

R2年度第3次補正4,898億円

単位：億円

19,221

防災・減災、国土強靭化のため
の３か年緊急対策

19,665

防災・減災、国土強靭化のための
５か年加速化対策分(2,909億円)を含む

R3年度補正3,749億円

伸率
0.98

17,120

関東地方整備局の予算推移

○ 令和4年度補正予算は防災・減災、国土強靭化のための５か年加速化対策分(2,938億円)を含め、3,243億円。
○ 令和5年度当初予算は1兆7,224億円（対前年度比0.98）

17,604

防災・減災、国土強靭化のための
５か年加速化対策分(2,938億円)を含む

R4年度補正3,243億円

R５当初予算
17,224億円

4

新たな経済対策
５つの柱

▼物価高から国民生
活を守る

▼持続的賃上げ、所
得向上と地方の成長
▼国内投資の促進

▼人口減少を乗り越
える社会変革の起動
と推進

▼国土強靱化、防災・
減災など国民の安心・
安全の確保

１０月中をめどに経済
対策を取りまとめ



山梨県内の主要事業

金川

大武川

釜
無
川

小
武
川

塩
川

富
士
川

中央自動車道

六郷IC

中富IC

南部IC

富沢IC

身延山IC

双葉
JCT

中央自動車道
富士吉田線

E52

E20

E52

E68

E20

山梨県

長野県

東京都

埼玉県

神奈川県

河 川
道 路

大月
JCT

下部温泉
早川IC

中
部
横
断
自
動
車
道

静岡県

新山梨環状道路
（北部区間）

広
瀬

（仮
称
）

IC 至

桜
井

（仮
称
）

JCT

新山梨環状道路（広瀬～桜井）

至 長野

至 東京

築堤護岸
排水樋管改築

南巨摩郡
身延町

富士川水系富士川
河川改修事業

池の沢第三砂防堰堤

池の沢第二砂防堰堤

町道

池

の

沢

春木川

保全対象
集落

富士川水系鎌田川
大規模特定河川事業（補助）

笛吹川
山王川

鎌田川

掘削護岸

樋門

富士川水系富士川
河川改修事業

富士川水系直轄砂防事業

富士川総合水系
環境整備事業

富士川水系鎌田川
大規模特定河川事業（補助）

新山梨環状道路
（広瀬～桜井）

富士山直轄砂防事業
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２．令和５年度 上半期の執行状況について
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関東地方整備局における令和５年度上半期の執行状況について

✔ 令和５年度上半期（８月末まで）の不調・不落率は７．４％と昨年度９．２％に比べ
１．８％減少し改善が図られ円滑に執行。

■円滑な執行に向けた取り組み

○局・事務所と各都県建設業協会とのコミュニケーションの確保

○地域の実情に応じた適切な規模での発注

○不調の発生が想定される地域・工種についてフレームワーク、公募型指名競争の活用

○余裕期間を活用した早期発注

○一括審査の活用
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関東地方整備局における令和５年度上半期の不調・不落率

13.6%

9.2%

0%

7.4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Ｒ３上半期 Ｒ４上半期 Ｒ５上半期

不調・不落率が改善

５７件／６２０件

３１件／４２１件
（契約件数：５６３件）

（契約件数：３９０件）

１１５件／８４４件
（契約件数：７２９件）

（R5.8月末時点値）
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山梨県内における令和５年度上半期の不調・不落率

16.9%

2.8%
4.3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Ｒ３上半期 Ｒ４上半期 Ｒ５上半期

不調・不落率が増加傾向

１件／３６件
１件／２３件

（契約件数：３５件）
（契約件数：２２件）

１０件／５９件
（契約件数：４９件）

（R5.8月末時点値）



３．働き方改革・担い手確保への取り組み
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週休２日対象工事の実施状況

○ 直轄工事においては、週休2日を確保できるよう、適正な工期設定や経費補正を実施。
○ 令和6年4月から、建設業においても罰則付きの時間外労働規制が適用されることを踏まえ、計画的に週休2日を推進。

週休２日工事の実施状況（直轄）

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度

公告件数
(取組件数)

824
(165)

3,841
(1,106)

6,091
(2,745)

7,780
(4,450)

7,746
(6,853)

7,492
(7,300)

7,284
(7,257)

実施率 20.0% 28.7% 45.0% 57.1% 88.5% 97.4% 99.6%

※令和5年３月末時点
※令和4年度中に契約した直轄工事を集計（営繕工事、港湾・空港除く）
※令和4年度の取組件数には取組協議中の件数も含む5,595 

750 
726 186 

7,257件
(R4年度)

現場閉所
（発注者指定方式）

現場閉所
（受注者希望方式）

交替制モデル
（発注者指定方式）

交替制モデル
（受注者希望方式）

7,257 

7,300 

6,853 

4,450 

2,745 

1,106 

165 

27 

192 

893 

3,330 

3,346 

2,735 

659 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

R4年度

R3年度

R2年度

R1年度

H30年度

H29年度

H28年度

週休2日実施工事 週休2日対象工事（公告工事）

3,841
実施件数6.7倍

対象件数4.7倍824

6,091

実施件数2.5倍
対象件数1.6倍

7,780

実施件数1.6倍
対象件数1.3倍

実施件数1.5倍
7,746

7,492

実施件数1.1倍

7,284
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12

発注者指定 週休２日

受注者希望 週休２日

○ 令和５年度は、全ての工事を発注者指定で週休２日工事（閉所型・交替制のいずれか）を実施
（月単位の週休２日への移行期間）
週休２日モデル工事の補正係数は、移⾏期間として令和５年度までは継続

○ 令和６年度以降、月単位での週休２日の実現を目指す
柔軟な休日の設定や経費補正の修正を令和５年度に検討

※北海道開発局においては、
本官工事のうち２．５憶円
以上のものを対象

本官工事

分任官工事

※北海道開発局においては、
２．５憶円未満の本官工事
及び分任官工事を対象

週休２日工事の発注方針

発注者指定 完全週休２日（土日祝日閉所）

発注者指定 週休２日

受注者希望

R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 以降

70%目標

50%目標

令和５年度の直轄土木工事の発注方針

月単位での週休２日
の実現を目指す

月単位での週休２日
の実現を目指す

※仕様書、監督・検査
の基準類、工期設定
指針を改正

※仕様書、監督・検査
の基準類、工期設定
指針を改正

※柔軟な休日の設定や経費補正
の修正をR5に検討

※柔軟な休日の設定や経費補正
の修正をR5に検討

※関東地整では令和３年度から全ての工事において原則発注者指定方式

令和３年度から全ての工事で原則発注者指定方式で実施

12



４．土木工事電子書類スリム化ガイド（改定）
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「土木工事電子書類スリム化ガイド（ver.2.0）」のポイント「土木工事電子書類スリム化ガイド（ver.2.0）」のポイント
■目的

・工事書類を必要最小限に簡素化（スリム化）を図るとともに、受発注者間で作成書類の役割分担の明確化、書類の
電子化、遠隔臨場やＷＥＢ会議の活用によりインフラ分野のＤＸを推進し、工事の円滑な施工を図るとともに、受発注者
間双方の働き方改革の推進を図ることが目的。

■適用

・令和５年８月１日以降の関東地方整備局発注工事（入札・契約手続運営委員会を開始する工事、入札手続き中及び
契約済みの工事）（港湾空港関係、営繕関係を除く）

・受注者、発注者、監督職員、検査職員、現場技術員・施工体制調査員は工事書類のスリム化に留意するものとする。

■バージョンアップのポイント

✔アンケート調査結果及び受注者ヒアリングを踏まえ、改善要望のあった事項を反映。

✔発注者から過度な資料要求の無いよう不明瞭な表現を適正化し、受発注者ともに

分かりやすくかつ共通認識が図られるよう改善。

■主なバージョンアップ箇所

✔施工体制台帳・・・発注者から「添付が不要な書類」を求められないよう事例を一部追記

✔設計審査会・・・維持工事を含む全ての工事が対象であることを追記

✔臨場確認・・・確認した実測値の保存方法の記載内容を、具体的な表現に見直し

✔工事検査・・・１０種類以外の書類提示を求められることがあるため注意書きを追記

✔オンライン電子納品【新規】・・・原則全ての工事においてオンライン電子納品の対象であること及び留意事項を記載

※「土木工事電子書類スリム化ガイド」、「土木工事電子書類作成マニュアル」は関東地方整備局ホームページに掲載しています。
ホームページアドレス https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000037.html

令和５年７月に「土木工事電子書類スリム化ガイド」をバージョンアップしました
～工事の円滑な施工を図るとともに、受発注者双方の働き方改革の更なる推進～
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５．インフラ分野のDX 推進について
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関東地方整備局における建設現場の遠隔臨場
～インフラ分野のＤＸを推進し、建設現場の働き方改革、生産性の向上を期待～

■ 配信システムは「パッケージ化されたシステム」､「情報共有システム（ＡＳＰ）」､「web会議システム（teams、zoom等）」等を利用。

■ 動画撮影は撮影者の安全を確保するため、静止して撮影又はカメラを撮影者のヘルメットや胸ポケットにつける等の安全に配慮。

〈 実施件数 〉

令和４年度の遠隔臨場の実施件数・・・５４９工事（３５事務所）（令和5年3月末時点）

令和３年度の遠隔臨場の実施件数・・・５１４工事（３６事務所）（令和4年3月末時点）

令和２年度の遠隔臨場の実施件数・・・１６６工事（３１事務所）（令和3年3月末時点）

〈 成果 〉

・監督職員は、職場の自席や在宅勤務でも立会いが実施可能となった

・施工者は、待ち時間等が無くなり効率的に立会いが実施可能となった
・立会い以外の現場状況の説明等にもリモートで実施可能となった

関東地方整備局

受発注者ともに
人との接触機会が軽減され、働き方改革にも寄与

▲ 令和４年２月１７日 久慈川緊急治水対策河川事務所の工事

〈 令和５年度 建設現場の遠隔臨場の実施方針 〉

● 令和４年６月よりすべての工事を対象に本格的に実施。
・ 工事発注規模１億円以上の工事は、原則、「発注者指定型」により全て実施。

・ 工事発注規模１億円未満の工事は、立会頻度が多いなど遠隔臨場の効果が期待出来る工事を、発注者指定型により実施。

なお、契約後に受注者へ意向を確認し協議の上、「発注者指定型」により実施も可能。

● 発注者側の標準的な通信環境の仕様を示すことで、通信接続問題の解消の一助になり、また民間の技術開発の
発展・促進につながることに期待

項 目 仕 様

通信プロトコル
方式及びポート

番号

TCP 80,443

UDP なし

利用環境

OS Windows10

ブラウザ
Internet Exploer11(R4.6まで

)Microsoft Edge

アプリ
ケーション

アプリケーションのインス
トールは原則行えません。

配信システムに関する仕様
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・活用した機器
・遠隔臨場した確認事項
を具体的に記載

・施工者（受注者）や監督
職員（発注者）が活用し
て感じた「効果」や「今後
改善を要する点」など、
現場からの生の声を掲
載。

・現場でどのように遠隔
臨場を活用したか、状況
の分かる写真を厳選して
掲載。

・「遠隔臨場の初心者」
でも分かりやすい事例集
としている。

【本事例集の内容及び主な特徴】
・５０事例を掲載･･･通信環境の改善（13事例）、効率的な計測（17事例）、安全管理（9事例）、視認性の向上（6事例）、その他（5事例）
・工夫を実施した事例は、土木工事の他、機械工事、電気設備工事も掲載。
・遠隔臨場は、段階確認、材料確認、立会以外での活用を妨げるものではないことから、「その他」の事例として受発注者の業務効率化に繋

がる先進的で画期的な活用事例も掲載。

課題類型の記載及び
課題類型ごとに工夫点を
整理

※「建設現場における遠隔臨場取組事例集（関東地方整備局版）」は関東地方整備局ホームページに掲載しています。
ホームページアドレス https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000212.html

令和５年９月に「建設現場の遠隔臨場 取組事例集（関東地方整備局版）」を公表
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６．首都圏広域地方計画「基本的な考え方」について

24



＜戦略的視点＞1)デジタルの活用とリアルとの融合 2)人間の仕事の尊重、次世代の育成 3)課題を解決するグリーン
4)縮退・撤退を前提とした新陳代謝 5)国土全体の課題に先進的に取り組む

首都圏の人々がそれぞれの地域や場面で我が事として捉え、愛着や誇りをもって取り組む

【首都圏のリニューアル】
①「新技術・新エネルギーに対応できるインフラ」への更新 ②「人口が減少しても生産性が高く安心して暮らせる地域」
③「省資源・循環型・グリーン地域」への転換

Ⅱ. 首都圏の強みである上質で多様な資源を磨く

将来像（しなやか、ゆたかさ、新しい価値の創出）を実現 国際競争⼒等で我が国を牽引する首都圏

【首都圏広域地方計画「基本的な考え方」概要】

＜現状と課題＞

＜将来像＞

＜目標＞

【３つの危機】
○巨大自然災害
○国際情勢の緊迫化に伴う

エネルギー・⾷料確保
○人口減少・高齢化、人手
不⾜、人材の競争⼒低下

・テクノロジーを活用した、人間中心で誰一人取り残さない、「ゆたかな」地域
・「多様な空間」、「多様な人々の寛容･包摂的な共生」、「多様な選択肢」、自由な判断が尊重される地域
・若者･子どもや未来への投資、シニアの能⼒活用による世代間の公平性が確保される地域
・危機に対して「しなやか」な復元⼒を持つ持続可能な地域
・上質なリアルの空間が生活に「ゆたかさ」をもたらし、人間のリアルな交流が「新しい価値」を創出し続ける地域

【首都圏の強み】
○中枢機能、ゲートウェイ機能
○人材(若者・子ども、外国人/DX・芸術）の集積
○大河川、広大な平野、島嶼等の多様で豊かな
自然環境が大都市に近接

○充実した鉄道等の交通ネットワーク
【コロナ禍を経た変化】 ○東京圏でのテレワークの普及と暮らし方・働き方の変化の兆し

【人口】 【IT技術者の集積】

【域内総生産】

【若者※の集積】

【外国人の集積】 【オペラ公演数】

（※15〜29歳）

Ⅰ. 危機を好機として、施策の多機能化と連携によって首都圏をリニューアル
危機︓(1)巨大災害リスクへの対応 (2)エネルギー・⾷料確保のリスクへの対応 (3)人口減少・高齢化リスクへの対応

（首都圏広域地方計画協議会）
（対象区域：茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県）
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７．総合評価落札方式におけるWLB推進企業への

加点措置に関する説明会
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WLB推進企業への加点措置 関係法令等
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○評価方法（段階的選抜方式において評価）

WLB関連認定制度を活用した評価の実施

WLB推進企業を加点評価

段階的選抜
評価項目

評 価 基 準

その他

次に掲げるいずれかの認定を受けている
・女性活躍推進法に基づく認定等（えるぼし認定企業等）※１
・次世代法に基づく認定（トライくるみん・くるみん・プラチナくるみん認定企業）※２
・若者雇用促進法に基づく認定（ユースエール認定企業）※３

企業の実績・成績等 技術者の実績・成績等

通常

国土交通省におけるこれまでの取組

○平成30年度から、一般土木A等級等の工事において、認定制度を活用した評価を全面的に実施。

28



公共工事を発注する省庁における取組状況

令和５年６月13日 全ての女性が輝く社会づくり本部会議資料（抜粋）
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30

国土交通省における今後の取組拡大予定

H30～
一般土木、建築A等級等について、段階選抜方式の
第一段階選抜において「企業の能力等」にて加点。

R5.8

加点対象を一般土木、建築A・B等級等（※）まで拡大する旨、
地方整備局等宛に通知を発出

※技術提案・交渉方式における優先交渉権者との業務契約も含む

R5.9

業界団体向け説明会を開催

R6.1～
加点対象を一般土木、建築A・B等級等まで拡大

今後
全ての公共工事等（建設コンサルタント業務等を含む）における

総合評価落札方式、企画競争方式（プロポーザル方式を含む）に拡大



国土交通省通知（抜粋）

令和５年８月通知の内容

※港湾空港関係は別途通知（予定）

【加点対象】

えるぼし等認定企業

くるみん等認定企業

ユースエール認定企業

【加点項目と配点】

企業の能力等

１点を標準
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【参考】えるぼし認定制度（厚生労働省WEBサイトから抜粋）
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【参考】えるぼし認定制度（厚生労働省WEBサイトから抜粋）
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【参考】えるぼし認定制度（厚生労働省WEBサイトから抜粋）
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【参考】くるみん認定制度（厚生労働省WEBサイトから抜粋）
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【参考】ユースエール認定制度（厚生労働省WEBサイトから抜粋）
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８．総合評価落札方式における賃上げを実施する
企業に対する加点措置
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全工種平
均 67%

総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置(地方整備局等発注工事)

〇令和4年4月から、総合評価落札方式による政府調達において、賃上げを実施する企業に対する加点措置を開始。

〇令和4年度実績では、落札者のうち約４分の３が賃上げを表明。

件数・者数
対象工事件数（※） 6,679件
のべ競争参加者数 40,295者
実競争参加者数 4,507者
うち、賃上げ表明者数 3,010者（約67%）

実落札者数 2,709者
うち、賃上げ表明者数 2,029者（約75％）

※北海道開発局、８地方整備局、沖縄総合事務局（農業・港湾空港関係を除く）を対象に集計。 数値は全て令和5年3月末時点。

■落札者の約４分の３が賃上げ表明

■公共工事の割合が高い工種は、表明率が高い傾向■直轄工事を安定的に受注している企業ほど、表明率が高い傾向

■制度概要

今後1年間の従業員への賃上げを表明

落札・契約

【競争参加時】

【賃上げ表明期間終了後】

契約企業を対象に賃上げ実績を確認

目標未達成の企業については、
以降の総合評価において減点措置（1年間）

【賃上げ目標】
大企業 ： ３％
中小企業等 ： 1.5％

総合評価において、表明者に加点

As

競
争
参
加
者
に
占
め
る
表
明
者
の
割
合
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賃上げ実績の評価対象とし得る賃金・社員について

継続雇用社員
比較する２年間を連続雇用

していない社員
その他の雇用形態（※）

・・・

役員 正社員 休職者など 退職者 新入社員 再雇用
パート

アルバイト

所
定
内
給
与

基本給

・・・

各種手当
（ex.住宅手当、家族手当）

時間外手当

賞与

… …

：社員への支払い賃金の総額で評価する場合

：継続雇用している正社員への支給額で評価する場合

：時間外手当や賞与等を除いて評価する場合

：継続雇用社員の基本給の定期昇給等で評価する場合

○「評価対象社員」と「評価対象賃金」について、企業等の個別の事情に応じて柔軟に組合わ
せて評価することが可能。

※その他の企業固有の雇用形態や手当等については、制度の趣旨を踏まえて個別に対応。
※具体例については、国土交通省WEBサイトに掲載のQ＆A等も参照してください。
※制度の趣旨から意図的に逸脱することのないようご留意ください。

評価対象社員

評価対象賃金

①

②

③

④

① ②

③ ④

【
評
価
ケ
ー
ス
の
例
】

（※）その他の雇用形態についても、継続雇用社員等を評価対象とするかどうかは正社員に準じて判断可能。

・
・
・
・
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各種ご質問に対するQ&Aについて

〇寄せられた質問等については、国交省WEBサイトにてQA形式で掲載（R5.8.16最終更新）
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国土交通省関東地方整備局建政部

建設産業行政の最近の動き

令和５年度 （一社）山梨県建設業協会との意見交換会 整備局資料－２



 斉藤国土交通大臣と建設業団体の意見交換会（Ｐ２）

 中央建設業審議会・社会資本整備審議会

基本問題小員会中間とりまとめ（Ｐ４）

 CCUSの就業履歴蓄積と能力評価の加速化に向けた

更なる取組強化（Ｐ９）

1



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

斉藤国土交通大臣と建設業団体の意見交換会

2



日 時：令和５年9月19日 13:00〜14:00
出席団体：日本建設業連合会、全国建設業協会、

全国中小建設業協会、建設産業専門団体連合会
テーマ：令和６年度概算要求、建設業の賃金引上げ、働き方改革等の推進に向けた取組 等

斉藤国土交通大臣と建設業団体の意見交換会（R5.9.19）

開催概要

意見交換会の様子

3

 公共工事予算の執行が順調であること、不調不落も減少傾向にあることなど
から、十分な施工余力があることについて再確認。

 前回の意見交換会で申し合わせた賃金引上げや
工期の適正化については、国土交通省においても、
各団体においても、様々な取組が進んでいること
を確認。

【前回（令和５年３月）の申し合わせ】
 本年は技能労働者の賃金が概ね５％上昇することを目指して、
全ての関係者が可能な取組を進めること

 建設業の働き方改革に向けて、全ての関係者が週休２日（４週
８閉所等）の確保などにより工期の適正化に取り組むこと



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

中央建設業審議会・社会資本整備審議会
基本問題小員会中間とりまとめ

4



中央建設業審議会・社会資本整備審議会基本問題小委員会中間とりまとめ（概要）
～担い手確保の取組を加速し、持続可能な建設業を目指して～

1.請負契約の透明化による適切なリスク分担

※今後、重層下請構造の実態を踏まえた建設業許可の合理化、繁閑に応じた労働⼒の需給調整や多能⼯の評価のあり⽅、建設業の許可を要しない⼩規模⼯事の適切な管理
についてもさらに検討。

(１)契約における非対称性の解消
①受注者によるリスク情報提供の義務化
・⾒積り時等に、建設⼯事に関するリスク情報の受注者から注⽂者への提供を
義務化

②請負契約に予備的経費等に関する事項を明記
③オープンブック・コストプラスフィー⽅式の標準請負契約約款の制定

(２)価格変動等への対応の契約上での明確化
①請負代⾦の変更について規定された⺠間⼯事標準約款の利⽤促進
②価格変動に伴う請負代⾦の変更条項を契約書上明確化
・法定記載事項として「価格変動等が⽣じた場合に請負代⾦額等をどのよう
に変更するかについての定め」を明記

(３)当事者間のコミュニケーションと請負契約の適正化
①当事者間での誠実協議
・請負代⾦や⼯期に影響を及ぼす事象が⽣じた場合に契約の当事者間で誠実に
協議を実施

②⺠間事業者への勧告等
・不当に低い請負代⾦での契約締結について、国土交通大臣等の勧告対象に、
公共発注者だけでなく⺠間事業者も含める

・不適切な契約是正のため許可⾏政庁の組織体制を整備

建設業が持続的に発展していくには、新規入職を促進し、将来の担い手の確保・育成を図っていくことが不可欠。
同時に、現下の課題である資材価格高騰や時間外労働規制に適切に対応しつつ、適正な請負代金・工期が確保された請負
契約の下で、適切に建設工事が実施される環境づくりも欠かせない。

こうした問題意識の下、①請負契約の透明化による適切なリスク分担、②適切な労務費等の確保や賃金行き渡りの担保、③
魅力ある就労環境を実現する働き方改革と生産性の向上、などの分野について、建設業法等の改正も視野に早急に講ずべ
き施策を取りまとめ。

2.適切な労務費等の確保や賃⾦⾏き渡りの担保

(１)標準労務費の勧告
・適切な⼯事実施のために計上されるべき標準的な労務費を中央建設業審議会が勧告

3.魅⼒ある就労環境を実現する働き⽅改⾰と⽣産性向上

(１)適正な工期の確保
①受注者による著しく短い⼯期の禁止
②WLBを実現する働き⽅改革に関する施策検討
・⼯期に関する基準等の周知に加え、先進的取組の普及⽅策を検討

(２)⽣産性の向上
①建設⼯事現場を適切に管理するための指針の作成
・ICTの活⽤等による現場管理のための指針を国が作成、特定建設業者に同指針に
即した現場管理に努めることを求める

②監理技術者等の専任制度等の合理化

(3)適切な⽔準の賃⾦等の⽀払い確保のための措置
・建設業者に、労働者の適切な処遇確保に努めるよう求める
・標準約款に賃⾦⽀払いへのコミットメントや賃⾦開⽰への合意に関する条項を追加

(2)受注者における不当に低い請負代⾦の禁止
・労務費を原資とする廉売⾏為の制限のため、受注者による不当に低い請負代⾦での
契約締結を禁止し、指導、勧告等の対象とする
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１．請負契約の透明化による適切なリスク分担

対応の⽅向性

 発注者が、請負代金の中に含まれる予備的経費等の内容を詳細に把握することは困難であり、受発注者間で情報の非対称が生じている。

 価格変動等に対してどのようにリスク管理を行っていくかが契約上不透明な場合、受発注者間に認識の齟齬が発生。

 適切なリスク分担がなされない場合、契約当事者のみならず、その下請業者なども含めた建設生産システム全体に経営悪化や不良工事の発生と
いった悪影響が及ぶおそれがある。

発注者

契約書に予備的経費に関する事項を明記

価格変動に伴う請負代⾦の変更条項の契約書への明⽰
法定記載事項として「価格変動等が生じた場合に、請負代金の額又は工事内容をどのよう
に変更するかの定め」を置くべきことを明確化

当事者間での誠実協議
請負代金や工期に影響を及ぼ
す事象で当事者の責に帰さない
ものが生じた場合、受注者・注
文者双方が誠実に協議を実施

⺠間事業者への勧告等
 法第19条の３（注文者による不当に低い請負代金の禁止）違反への勧告対象に民間事業者を含める
 請負契約の締結状況について広く情報を調査・整理した上で、公表。不適切な契約に是正措置を講ずるための組織体制を整備

受注者（元請）

見積精査
契約交渉

工事契約見積り提示 請負代金内訳書
変更契約
精算

受注者によるリスク情報提供の義務化
建設工事に影響を及ぼす事象に関する情報
の受注者からの提供を義務化

見積り要請

今後のイメージ（建設工事における契約プロセス例）

(1)①

オープンブック・コストプラスフィー方式注１の標準請負契約約款の制定(1)③

(1)②

(2)②

(３)①

(3)②

⺠間⼯事標準約款注２の利⽤促進(2)①

１）契約における情報の非対称性の解消、２）価格変動等への対応の契約上での明確化、３）当事者間でのコミュニケー
ションを制度的に担保することで、契約の透明化と当事者間での協議を通じたリスクへの対応を実現

現状・課題

※ 契約形態に応じた対応や設計変更等に関する責任分担のあり方についても整理が必要

（注１） 工事に係る支出（コスト）を受注者が開示すること（オープンブック方式）で実費精算とし、これにあらかじめ合意された報酬（フィー）を加算して支払う方式 （コストプラスフィー方式）。

（注２） 民間建設工事標準請負契約約款。同約款（甲）第31条において、請負代金額の変更を求め得る場合を規定。

受注者

注文者
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２．適切な労務費等の確保や賃金行き渡りの担保

 労務費等の見積りが曖昧なまま工事を受注した場合、適切な賃金の原資を確保できないおそれがある。また、技能労働者の賃金を能力や経験が
反映された適正な水準に設定しようとしても、相場感が分からず取組が進まない。

 労務費は、短期的な市況の影響を受けやすく、累次の下請契約等が繰り返される中で、適切な工事実施に必要で、かつ、中長期的にも持続可能
な水準の労務費が確保されにくい。この結果、現場の技能労働者への行き渡りも徹底されにくい。

現状・課題

対応の⽅向性

今後のイメージ

（
専
門
工
事
会
社
）

（注３）標準労務費

適切な工事実施のために計上されるべき、中長期的にも持続可能な水準の標準的な労務費。
請負契約締結の際に労務費の相場観を与える役割をもたせ、廉売行為を規制するに当たっての参考指標としても用いる。

適切な労務費が下請契約等において明確化されるルールを導入しつつ、不当な安値での受注を排除していくことで、

技能労働者の能力や経験に応じた適切な賃金の支払いや処遇の改善（賃金の行き渡り）を実現する。

建設業者に対し、労働者の適切な処遇
確保に努めるよう求める

発
注
者

中建審による標準労務費注３の勧告

適正な賃⾦⽀払いへのコミットメント
や賃⾦開⽰に関する合意

標準労務費

CCUSレベル３年収

CCUSレベル４年収

CCUSレベル２年収

CCUSレベル１年収

技能労働者の賃金

レベル別賃⾦目安に基づいて企業
内で賃⾦を分配適切な⽔準の賃⾦等の⽀払い確保

元
請

下
請

受注者における不当に低い請負代⾦の禁⽌

(1)

(2)

(3)

※ これらを担保する措置の一環として、まずは公共工事において賃金支払い及び社会保険加入状況の実態を適切に把握する取組を検討

（
専
門
工
事
会
社
）
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対応の⽅向性

３．魅力ある就労環境を実現する働き方改革と生産性向上

 適切な工期が確保されない場合、技能労働者の就労環境が悪化するおそれがあるのみならず、施工品質や安全面にも影響が生じる可能性が
ある。また、週休２日の実現や令和６年４月から適用される罰則付き時間外労働規制への対応が急務。

 働き方改革の推進には、事務作業等の効率化が不可欠であるが、これに効果を発揮する情報通信技術の活用が十分に進んでいない。このこと
は、施工体制管理のさらなる徹底を図る上でも課題。

受注者による著しく短い⼯期での契約締結の禁⽌

注⽂者による著しく短い⼯期での契約締結の禁⽌（現⾏建設業法第19条の5）

建設⼯事現場を適切に管理するための指針の作成
国が作成、特定建設業者に同指針に則した現場管理に努めるよう求める※

発
注
者

元
請 下

請

（
専
門
工
事
会
社
）

監理技術者等の専任制度等の合理化
一定の遠隔施工管理等を行う場合、監理技術者等が２の専任現場を兼任すること等を可能とする

(1)① (2)①

(2)②

今後のイメージ

※ 例えばCCUSのように、本人認証や真正性を確認済の情報等を備えたシステムを活用可能とすることで、施工体制の確認やその管理等を徹底していく

建設生産プロセス全体を通じた適切な工期の確保を徹底するとともに、情報通信技術の活用等による生産性の向上を
図ることにより、他産業と比較しても働きやすく、魅力的な就労環境を実現する。

現状・課題

労働者のワークライフバランスを実現する働き方改革に関する施策の検討
工期に関する基準や労働基準法等の関連施策を周知する他、勤務間インターバル制度等働き方改革に資する先進的な取組の普及方策を検討

(1)②
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

CCUSの就業履歴蓄積と能力評価の加速化に
向けた更なる取組強化

9



どんな現場でも、技能者が就業履歴を蓄積できる環境整備 技能者の能⼒評価の促進

CCUSの就業履歴蓄積と能⼒評価の加速化に向けた更なる取組強化

就業履歴を蓄積できる環境の整備

○ 来年４⽉から、原則としてCCUSに蓄積された就業履歴によらなければCCUSの能⼒評価の年数に加算されなくな
ることを踏まえ、令和５年度を「CCUS能⼒評価躍進の年」となるよう、業界と一体となって取組を加速化

※ CCUSの運営主体である建設業振興基金と能力評価の実施について円滑な連携が図られるよう、推進体制（ＣＣＵＳ能力評価推進協議会）についても整備

◎能⼒評価基準が策定されていない分野について専門
⼯事業団体による基準作成等に対して⽀援

未設置現場向けのメールでの専用窓口の設置

◎元請会社には、現場でのカードリーダー等の設置を進めていただくよう、お願いします。
◎業界団体の皆様には、技能者の能⼒評価の周知・普及を進めていただくようお願いします。

◎「現場にカードリーダーがない」という場合に、技能者や下請から
のメール専⽤窓口を振興基⾦に開設。

（相談内容に応じた元請向けの情報提供等のサポートの実施、
上記のカードリーダーの無償貸与等を周知）

◎ 市販の安価なカードリーダーでも対応可能なシステムや安価に
電話で就業履歴が蓄積できる実験的取組を本年中に提供開始

◎カードリーダーがなくても、iPhoneにより就業履歴が蓄積できる
よう、調査結果を踏まえ来年度早期のシステム供用開始を目指す

◎CCUS新規登録事業者にカードリーダーの無償貸与を実施
（建設業振興基⾦にて継続）

基準未策定となっている分野の評価基準の整備

◎技能者登録と同時に能⼒評価に応じたカード発⾏を可能と
するよう、「ワンストップ申請」を来年４⽉目途に供用開始

技能者登録の際にワンストップでレベル評価

【その他の取組】
〇 カードリーダーの購⼊等に係る経費を助成する厚労省の助成⾦（2/3補助）の活⽤
〇 元請業者に対しては、施⼯体制登録など現場の手間を削減するような⽀援

【その他の取組】
〇 地域の公共土木で職種横断的に現場を担う技能者の評価の在り⽅について、基準の策定を視
野に⼊れた実態把握・検討

申請数増加に向けた専門工事業団体への⽀援
◎評価申請を増進するため、専門⼯事業団体による能⼒
評価実施体制の整備や周知活動に対して⽀援
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令和４年度　意見要望への対応状況　関東地方整備局

※令和４年度に開催した、日建連、各都県建設業協会、PC建協、橋建協、道建協との意見交換会における、主な要望等に対する対応状況。

大分類 中分類 小分類 業団体からの意見 対応状況 備考

発注者
協議会

・市町村へ品確法及び運用指針に基づく入札制度、
工事の施行に係る対応、工期に関する基準、新・全国
統一指標の周知徹底。（日建連、栃木、埼玉、東京、
神奈川）
・自治体等へ週休２日の完全実施に向けた働きかけ。
（日建連、PC建協、栃木、神奈川）

・「関東ブロック発注者協議会、幹事会、都県分科会、建設分科会」で、区市町村等へ改正品
確法、改正運用指針、運用指針の取組について情報共有し、取組強化・推進を要請。
・R1.5.29に開催した「関東ブロック発注者協議会」において、発注者間の協力体制の強化等を
図ることを目的に、新たに各都県の代表首長（市長会長、町村会長）にも参画頂くこととした。
・H30.2に発注者（地公体）へ品確法に係る各種取組等の情報提供を行うために配信している
「発注者ナビ」を継続。　【21号まで配信（R5.9月末時点）】
・「関東ブロック発注者協議会」において、運用指針で定められた発注関係事務のうち５指標
（全国統一指標）について、R3年度の実施状況をR４.10に公表。
・週休2日制対象工事の実施状況の指標を区市町村の発注工事へ拡大し、取り組みを見える
化。

働き方改革
担い手確保

試行工事 ・全てのWTO対象工事で発注者指定型による週休２
日の実施。（日建連）
・現場閉所困難工事における入札公告への条件明
示。（日建連）
・「完全週休２日制（土日）モデル工事」の試行を実
施。

・R3年度より、原則全ての工事で発注者指定方式による「現場閉所による週休2日制適用工
事」又は「週休2日交替制モデル工事」を採用。
・R4年度には、一般土木工事（WTO対象）において、現場の休み（現場閉所）を土日に定める
「完全週休2日制（土日）モデル工事」の試行を実施。
・R5年度は、全ての工事を発注者指定で週休２日工事（閉所型・交替制のいずれか）を実施。

積　算 ・週休2日制の達成に向けた適切な工事費の設定。
（橋建協、千葉、長野）
・適正な利潤を確保するために実態を踏まえた補正率
の引上げ。（神奈川）

・R2年度より、週休２日の実現に向けた環境整備として、現場閉所の状況に応じた労務費、機
械経費（賃料）、共通仮設費、現場管理費の補正係数を見直し。
・R2年度より、受注者希望方式における積算方法を、現場閉所の達成状況に応じた設計変更
から、発注者指定方式と同様に当初予定価格から4週8休を前提とした経費の積算を行う。
・R3年度より、交替制モデル工事については、労務費に加え、現場管理費に対しても補正係数
を適用。
・令和５年度も補正係数を引き続き継続。
・時間外労働規制の適用に向けた工事積算等の適正化（朝礼や準備体操、後片付け等は、一
日の就業時間に含まれるものであり標準歩掛に適切に反映）

工期設定／
工程管理

・適切な工期の設定。（日建連、橋建協、道建協、東
京、山梨、長野、神奈川）
・設定した工期の前提条件の明示。（日建連、橋建
協、道建協）
・工事工程の共同管理の徹底。（日建連、道建協、埼
玉）

・日当たり標準作業量と週休２日を考慮した雨休率を基に、適正な工期を見込むために原則と
して「工期設定支援システム」を活用。
・Ｒ2年度から、工種区分別に準備期間及び後片付け期間の標準値を設定するとともに、維持
工事のように全体工期に影響のない工事を除き、全ての工事において、工事工程クリティカル
パスの共有及びクロスチェックを実施。
・R3年度より、原則全ての土木工事、機械設備工事、電気通信設備工事を対象とし、発注時に
工期設定の根拠とした関係機関との調整、住民合意、用地確保、法定手続き等の進捗状況を
踏まえた「概略工事工程表の開示」の試行を実施するとともに工事着手前に行う設計審査会に
おいて工事工程の照合（クロスチェック）を行うことを周知徹底。
・工期設定に新たに猛暑日を考慮

新・担い手
３　法

改正
品確法

運用指針

週休２日

整備局資料-３

1 / 6 ページ



大分類 中分類 小分類 業団体からの意見 対応状況 備考

2024年4月
からの建設
業時間外規
制

・時間外労働と休日労働の適用除外に関して、除雪や
大雨時のパトロールの扱い

・適用除外に関して労働部局を交えた直轄事務所、県、建設業協会との勉強会等を開催

・発注時期と施工時期の平準化。（橋建協、道建協、
栃木、東京、長野）

・早期発注、国債制度、翌債（繰越）制度及び余裕期間制度を活用し、平準化を推進。
・「関東ブロック発注者協議会」において公表した全国統一指標のうち、平準化率については
国、特殊法人、都県、政令市に加え、R1年度より区市町村も含め平準化の目標を設定し公
表。

・ＣＣＵＳ義務化モデル工事の対象拡大。（日建連）
・ＣＣＵＳ活用推奨モデル工事の試行拡大。（東京）
・自主的にCCUSの活用している企業に対する評価の
しくみの検討。（群馬）
・ＣＣＵＳ義務化モデル工事やＣＣＵＳ活用推奨モデル
工事の導入促進。（道建協、PC建協）
・登録料、利用料、機器導入費用を発注者で負担。
（東京、群馬）

・R2年度より原則全ての一般土木工事（WTO対象工事）において発注者指定型による「CCUS
義務化モデル工事」の試行を実施。
・一般土木工事（Ｃランク）を対象に、建協要望を受けて、「CCUS活用推奨モデル工事」の試行
を実施。
・群馬県内の一般土木工事（Ｃランク）において、R4.1から「CCUS活用工事（受注者希望方
式）」の試行を実施。
・ＣＣＵＳ活用推奨モデル工事およびＣＣＵＳ活用工事（受注者希望方式）については、R4.7.1
以降に入札を行う工事から、カードリーダー設置費用、現場利用料を精算変更時に支出実績
に基づいて現場管理費として計上。
・R5年度は、新たに千葉県、茨城県、神奈川県で「CCUS活用推奨モデル工事」の試行を実施
予定。

・「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事の拡大。
（日建連）

・R1年度より段階的選抜方式の一般土木工事（ＷＴＯ対象）において、「労務費見積り尊重宣
言」促進モデル工事の試行を実施。

i-Construction

（建設生産性
の向上）

活用工事 ・ICT等の新技術拡大のための基準類の改定。（日建
連、道建協）
・ICT活用促進に向けた新技術活用や後方支援。（PC
建協、橋建協）
・小規模な工事の発注が多い県工事、市町村工事な
どへのICT 施工の普及促進。小規模工事では割高に
なるICT 建機のリース代の支援や、県や市町村工事
の規模に見合う積算基準の作成。

・H28.4より、３次元データを活用するため新基準や実施要領を毎年度整備。併せて、ICT建機
等の活用に必要な費用の計上や工事成績評点で加点評価を実施。
・R1年度から、産学官共働によるICT施工の技術基準の策定を試行し、基準類の策定、改正を
実施。
・R4年度、「ICT構造物工（橋梁上部・基礎工）」や中小建設業がICTを活用しやすくなるように
小規模現場（床堀工・小規模土工など）への適用拡大を実施。
・R5年度、「ＩＣＴ構造物工」においては橋梁上部工、「ＩＣＴ土工1,000m3未満」では暗渠工の適
用拡大を実施。
・図解で分かりやすく解説し更なるＩＣＴ施工の実施と現場技術者の理解を促すために「３次元
計測技術を用いた出来形管理の活用手引き（案）」及び「小規模工事ＩＣＴ施工活用の手引き
（案）」を発出。

働き方改革
担い手確保

施工時期の平準化

CCUS

見積尊重宣言

ＩＣＴ活用
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大分類 中分類 小分類 業団体からの意見 対応状況 備考

各種支援制
度

・i-Construction技術講習会およびICT舗装の現場見
学会の開催。（道建協）
・ICT普及促進ワーキングにおけるICT技術の活用方
法等の検討状況。（栃木）
・ICT施工の内製化に向け、IT人材の育成や高額なソ
フトウェアの購入助成などの支援策の検討。（群馬、東
京）

・出前講座による講演や各種ICT技術講習会等の開催を継続。
・R2.12に、関東地整ＩＣＴアドバイザーを創設しＩＣＴ施工をサポート。またＩＣＴアドバイザー意見
交換会を開催し更なる課題解決や普及促進にむけた対応を協議しアドバイザー活動に展開。
・R3.4より関東DX・i-Construction人材育成センターを開所し、施工業者も受講可能な講習等
を開催。

i-Construction

（建設生産性
の向上）

・プレキャスト工法の標準化。（日建連、PC建協）
・コスト以外の省人化や工期短縮効果を評価する仕組
みの導入。（日建連）
・PRISMの取組みの継続と拡大。（日建連）

・H28.3に生産性向上を進めるための課題及び取組方針や全体最適のための規格の標準化
や設計手法のあり方を検討することを目的に、関係者からなる「コンクリート生産性向上検討協
議会」を設置し、R5.2月末で12回開催。
・「建設現場の生産性を飛躍的に向上するための革新的技術の導入・活用に関するプロジェク
ト」をH30 年度より開始。
・PRISMは令和4年度に成果報告会を実施して終了した。
・令和5年度からPRISMの名称がBRIDGEへと改名され、研究開発等の施策のイノベーション化
につなげるための「重点課題」を設定し、研究開発だけでなく社会課題解決等に向けた取組を
推進している。

・BIM/CIM活用工事の大幅な拡大。（日建連、PC建
協）
・R5年度のBIM/CIM原則適用に向けた現状等。（栃
木、埼玉）

・令和5年度のBIM/CIM原則適用を受け、「直轄土木業務・工事におけるBIM/CIM適用に関
する実施方針（R5.3）」に基づきBIM/CIM活用工事の取組を進めている。
・発注実績は令和3年度から令和4年度にかけて約2倍に増えた（96件→184件）。
・BIM/CIMの活用や受発注者間のデータシェアリングに関して、研修等により発注者のスキル
アップを図り、適切に対応。

入　札
契　約

・手続きの負担軽減（手続きの期間短縮や改善、技術
提案の改善、設計成果品の電子開示、専任技術者の
要件緩和など）。（日建連、橋建協、埼玉、千葉、東
京）

・主任（監理）技術者の育成に資する「技術者育成型」を評価項目の一部見直す（H30一部見
直し）とともに、対象工種等の拡大を図り継続。
・若手技術者の育成に資する「若手技術者活用評価型」を継続。
・受発注者双方の事務負担軽減のため、技術提案簡易評価型の拡大
・R2.11より、技術提案書を作成するための資料閲覧について、インターネットを活用した閲覧を
実施。
・R3.1より、電子入札システムの容量を3メガから10メガに拡大。

規格の標準化

ＢＩＭ／ＣＩＭ

入札契約制度
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大分類 中分類 小分類 業団体からの意見 対応状況 備考

・一括審査方式のさらなる活用の拡大。（日建連、橋建
協）
・設計者と施工者の連携した契約方式の採用。（PC建
協）
・ECI方式のさらなる活用の拡大。（日建連）
・フレームワークモデル工事や公募型指名競争の活
用。（埼玉、神奈川）

・受発注者の事務量等の負担を低減するため、「一括審査方式」、「段階的選抜方式」を継続。
・段階的選抜方式については、H30.10より一次選抜者の拡大に向けチャレンジ枠を試行。
・技術提案・交渉方式（ＥＣＩ方式）は工事の仕様の確定が困難な技術的に難しい場合に適用。
具体的には「国土交通省直轄工事における技術提案・交渉方式の運用ガイドライン」では「発
注者が最適な仕様を設定できない工事」及び「仕様の前提となる条件の確定が困難な工事」に
適用となっている。関東地方整備局としても、工事の特性を踏まえ技術提案・交渉方式（ＥＣＩ方
式）の活用を検討。
・効率的な施工管理、安全管理等による工事品質の向上を図るため、新技術導入促進型（Ⅰ、
Ⅱ）の試行を拡大。
・R2.5から実施している「フレームワークモデル工事」及び「公募型指名競争入札」について
は、技術者の事前登録等を求めず、契約後に登録する入札手続きを実施。
・R4.3に港湾空港工事において、ＥＣＩ方式により発注。
・R5.4より、チャレンジ枠の見直し（「10者を越えた者の半数」から「上限15者」に見直し）
・R5.8に橋梁補修・補強工事を技術提案・交渉方式（ECI方式）を採用し発注

設　計
積　算

・現場条件を踏まえた適切な設計積算及び関係者調
整などを整えたうえでの工事発注。（橋建協、道建協、
茨城、埼玉、栃木）
・概算概略発注時における工事着工までの期間をあら
かじめ全体工期に反映した発注。（山梨）
・現場と整合性のある精査された最新の設計図書の提
供。（神奈川）

・工事発注に際し、適正に条件明示を行うなど、円滑に工事着手・施工ができるよう「土木工事
条件明示の手引き（案）」（R1.9改定）を活用。
・設計変更に係る業務の円滑化を図るため、設計変更が可能なケースや手続きを示した「設計
変更ガイドライン」を契約図書の一部として運用。項目別チェックリストとその記載例を集約的に
掲載した「土木工事条件明示の手引き（案）」の一部改定に伴い、「設計変更ガイドライン」を改
定し、R1.9に各事務所へ周知徹底。
・R1.9より、本官工事において、条件明示チェックリストを入札公告時に開示する試行を開始。
・R3年度より、全ての本官工事及び当初予定価格３億円以上の全ての分任官工事を条件明示
チェックリストの開示対象に拡大。

労務単価
市場単価

・設計労務単価の増額。（橋建協、道建協、埼玉、千
葉、山梨、神奈川）
・実勢価格を把握される調査回数の増加。（既製杭工）
（茨城）

・労基法改定による有給休暇取得義務化や必要な法定福利費を反映し、R4.3.1から適用の公
共工事設計労務単価について、主要12職種（全国）単純平均で前年度比3.0％、全職種で前
年度比2.5％の引き上げを実施。
・Ｒ５年度は主要12職種（全国）単純平均で前年度比5％の引き上げを実施。

低入札価格
調査基準

・低入札価格調査基準の引き上げ。（道建協、神奈
川）
・最低制限価格における一般管理費の算定率
（5.5/10）の引き上げ。（埼玉）

・R4.4.1以降に入札公告を行う工事を対象に、低入札価格調査基準の計算式を改定。（一般
管理費等×0.55 ⇒ 一般管理費等×0.68）

・適時適切な契約変更。（日建連）
・発注者が作成すべき資料は、受注者の負担を最小
限。（道建協）
・工期延長又は短縮に伴う増加費用は、工期の変更と
連動した積算。（道建協）

・「設計変更ガイドライン」では、設計変更が可能なものの事例を示すとともに設計変更に係わ
る資料の作成についての具体的対応方法を記載。
・工期の延長または短縮に伴い増加する費用については、「工事における工期の延長等に伴う
増加費用の積算方法について」に基づき、適切に受発注者協議。

発注方式

事前調整
事前準備
条件明示

予定価

設計変更
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大分類 中分類 小分類 業団体からの意見 対応状況 備考

監督検査 ・工事情報共有システム（ASP）活用による紙書類提出
の削減や電子データと紙書類の二重提出防止の徹
底。（橋建協、道建協）
・提出書類の更なる簡素化と適正化。（日建連、PC建
協、道建協、埼玉、東京、神奈川、山梨）

・H25年度からの工事情報共有システム(ASP)の試行により、提出書類の削減。
・R1.10に各事務所副所長あて、R2.11に各事務所長あて書類簡素化の徹底を通知。巡回現場
会議においても、書類簡素化について各事務所に周知徹底。併せて、R3.3に「三者会議」「設
計変更審査会」において、説明資料は電子データを原則とし、ペーパーレスやweb会議による
開催とすることを通知。
・R3.9に「土木工事電子書類スリム化ガイド」「土木工事電子書類作成マニュアル」を改定し、
「受発注者間で作成書類の役割分担の明確化」、「工事書類の原則電子化」、「周知責任者を
設けて関係者への周知」を行うこととし、工事書類の電子化・スリム化を周知徹底。
・R5.7に、「土木工事電子書類スリム化ガイド」「土木工事電子書類作成マニュアル」をアンケー
ト調査結果や受注者ヒアリングを踏まえ、更なるスリム化に向け不明瞭な表現などを適正化し、
より分かりやすいものにバージョンアップし周知徹底。

・ASPの活用徹底、電子検査・オンライン電子納品の
推進。（日建連、PC建協）
・工事検査書類限定型工事の活用推進。（日建連）

・H25年度からの工事情報共有システム(ASP)の試行により、情報共有の効率化。
・本官工事の中間技術検査等において、WEB（teams等）を活用した検査を実施。
・R3年度より、原則全ての工事において工事検査書類限定型工事（検査書類は10種類に限
定）を実施。
・R3.12.1以降に竣工する土木工事において、原則オンライン電子納品とする運用を開始。

・遠隔臨場の活用推進と環境整備。（日建連、PC建
協、橋建協、道建協）

・R2年度から「建設現場の遠隔臨場に関する試行」を開始。
・R3年度から本官工事及び３億円以上の分任官工事は発注者指定型、その他の全ての工事
についても受注者へ意向を確認し、発注者指定型に指定して試行。
・効果が期待されるもの、新型コロナ感染拡大防止にも寄与するものは発注者指定型とし、試
行に係る費用の全額を発注者が負担。
・R4.6より、全ての工事を対象に試行を実施（1億円以上の工事は原則、発注者指定型)
・R5.4に特記仕様書記載例を改正し、遠隔臨場の実施にかかる通信環境整備に当たっては発
注者の費用負担にて行うこと、また、通信環境が不良と確認された場合は対応策を検討の上、
監督職員と協議を行う旨を明記。

・中長期的な事業の見通し。（日建連、道建協、PC建
協、橋建協、千葉、山梨、長野）

・R2.10.1より、「入札情報サービス」にて事務所ごとに各事業の中長期的な発注見通しを公表。

書類の簡素化

監督・検査

遠隔臨場

持続可能な事
業環境の確保

事業展開
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大分類 中分類 小分類 業団体からの意見 対応状況 備考

・地元企業が参加・受注しやすい「地域防災担い手確
保型」、「自治体実績評価型」、「技術提案チャレンジ
型」、「地域密着工事型」などの発注件数の増。（栃
木、埼玉、千葉、神奈川）
・地元企業が参加しやすい規模での発注。（神奈川）

・地域精通度や地域貢献度を評価する、「地域密着工事型」を継続。
・災害時の対応を含む地域維持の担い手確保を目的とした「地域防災担い手確保型」を継続。
・直轄工事に実績が無い、あるいは少ない企業であっても、技術力のある企業の競争参加を促
す「技術提案チャレンジ型」を継続。
・R2年度より施工能力評価型Ⅰ型・Ⅱ型において都県・政令市発注工事の成績、表彰も評価
対象に追加。【一般土木、As舗装、維持修繕】
・R4.8より担い手の中長期的な育成・確保を更に推進するため、「自治体実績評価型」を「自治
体実績チャレンジ型」に改め、地域貢献度等の評価を見直し。
・R5.4より災害時の対応を含む地域維持の担い手確保を目的とした「地域防災実績評価型」
「実績評価型」を整理統合して「企業実績評価型」とし、地域貢献度の評価を見直し。
・R5.8より地域インフラを支える担い手として企業の確保等を目的として、地域精通度の配点が
高く、企業の技術力の評価のみを行う「企業能力評価型」を新設。

・災害活動に係る補償。（神奈川）
・建設工事標準請負契約約款第30条（不可抗力によ
る損害）の改善。（神奈川、長野）

・災害発生時における応急復旧等に関する災害協定の締結にあたり、出動を要請（契約）した
際には、法定外の労災保険に加入されていることが条件となるよう協定書へ記載することを関
係事務所へ周知。
・事務所で締結した災害協定に基づき協会会員企業へ応急復旧工事等の対応を要請するに
あたり、関係者間で連携を強化して対応にあたるべく、情報共有に関して手順等の運用を定め
た。

災害関係

地元受注

6 / 6 ページ



項　　目 回　答 備考
■国の令和５年度当初予算は、国土交通省の公共事業 関係費（一般会計）は前年比ほぼ同額の５兆８，７１４億円が確保され、「防災・減災、国
土強靭化のための５か年加速化対策」３年目の関連事業費が計上されたところです。

しかしながら、地域建設業を取り巻く環境は依然として厳しく、首都圏と地方との事業量の格差拡大が続いておりますが、物価高騰・人口減
少・少子高齢化が進行する中、「地域の守り手」である建設業を維持していくためには、適正な利益を確保しつつ、将来の担い手である若者に
とって魅力ある職場環境づくりに取り組んでいく必要があります。

緊急対策のみならず、国土強靭化や社会資本整備に向けた長期的な見通しは、安定的・持続的な地方におけるインフラ整備につながる山梨県民
の「安全・安心」のために欠かせない重要事項であるとともに、全国各地で頻発する水害等から未然に防ぐ予防措置であります。
　このため、以下要望します。

①国の令和５年度補正予算の早期編成による公共事業費の確保と山梨県への充分な配分をお願いしたい。

②令和６年度当初予算については、補正予算に依存しなくてもよいように、対前年度比で大幅に増額した予算の確保をしていただきたい。

　地域の建設業は、社会資本整備の担い手とあると同時に、災害時には最前線で地域社会の安全・安心を担う「地域の守り手」として重要な存
在です。こうした中、６月１６日に閣議決定された骨太の方針２０２３では、
○「国土強靱化基本計画」に基づき、現下の資材価格の高騰等も踏まえ、必要・十分な予算を確保するとともに５か年加速化対策等の取組を推
進すること
○中長期的な見通しの下、安定的・持続的な公共投資を推進しつつ、戦略的・計画的な取組を進め、資材価格の高騰の状況を注視しながら適切
な価格転嫁が進むよう促した上で今後も必要な事業量を確保し、社会資本整備を着実に進めることされました。
　今後とも、必要かつ十分な公共事業予算の安定的・持続的な確保に努めてまいります。

■公共事業の採択には費用便益比（B/C）をひとつの要件としており、事業の中には費用便益比のみでは評価できないような事業（環境への影響、
災害時における人や物資の輸送や確保を持った事業）もあり、多様な効果分析を含めて総合的な観点から評価されるべきと考えます。

2021年に中部横断自動車道の山梨・静岡間が全線開通し、沿線には物流拠点や大型商業施設の進出など、経済的な整備効果が顕著に表れてお
り、南アルプスIC付近では大型商業施設の開業が令和6年度に予定され、中部横断自動車道を利用した交通の活発化や山梨県を含めた経済圏に好影
響を与えるものと考えており、このように現状では費用便益比に算定されない経済波及効果は計り知れないものがあることから、経済性の評価の
あり方について検討をお願いいたします。

また、ミッシングリンクとなっている山梨－長野間が開通することで、その経済・物流効果はさらに大きくなり、山梨だけでなく、東海・甲信
越地方の経済圏を更に好影響を与えることは確実であることからも、すでに開通している区間（山梨～静岡）における4車線化は、対面通行区間で
の交通事故や通行止めの削減が図られるとともに、甲府都市圏において中央道や中部横断道と連絡する新山梨環状道路の整備は高速道路ネット
ワークの構築に不可欠であり、平時のみならず災害時においても極めて重要であることから、県民生活の一層の安全・安心のため以下のとおり要
望いたします。

①道路事業の採択時における経済性評価において、開通後の経済波及効果等を踏まえた経済性の評価のあり方について検討をお願いします。

　道路事業の新規事業採択時評価においては、費用対便益のほか、地域経済や災害に対する効果等を評価項目として設定し、当該事業の目的や
事業の実施環境など、さまざまな観点から総合的に評価を実施しているところです。なお、経済性の評価等の事業評価のあり方については全国
的な話になりますので、ご意見は国土交通本省に伝えて参ります。

 １．公共事業予算の確
保について

　　　　令和５年度（一社）山梨県建設業協会との意見交換会　回答    

２．効果的な道路事業
の推進について

整備局資料－４
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項　　目 回　答 備考

　　　　令和５年度（一社）山梨県建設業協会との意見交換会　回答    

整備局資料－４

②中部横断自動車道・長坂～八千穂間の早期着工と双葉ＪＣＴから新清水ＪＣＴ間の４車線化をお願いします。

　中部横断自動車道・長坂～八千穂間については、現在、山梨県と長野県が都市計画と環境影響評価の手続きを進めており、令和元年８月に
は、環境影響評価方法書が公表されました。令和５年７月１９日にルート(事業予定者案)を国土交通省から両県に提供したところであり、令和
５年１０月下旬に両県において都市計画原案の説明会を開催すると聞いております。
　国土交通省としては引き続き、両県が行う都市計画と環境影響評価の手続きが円滑に進むよう、関係自治体と連携しながら、必要な検討を進
めてまいります。
　また、中部横断自動車道の暫定２車線については、国土交通本省にて令和元年９月に、課題の大きい白根IC～双葉JCTを４車線化の優先整備区
間として選定しております。富沢IC～六郷IC間については、周辺の交通状況等を踏まえ、検討してまいります。

③新山梨環状道路・北部区間 石和町広瀬-甲府市桜井町間（２㎞）及び甲斐市牛句～甲斐市宇津谷間の早期工事着工、甲府市桜井町～甲斐市牛句
間の早期事業化と山梨県が整備を進めている新山梨環状道路・東部区間を早期に完成させるために必要な予算の確保をお願いします。

【関東地方整備局】
　石和町広瀬 甲府市桜井町間については、令和５年度は調査設計、用地買収、環境整備を進めているところです。
　甲斐市牛句～甲斐市宇津谷間については、調査設計を進めているところです。
　甲府市桜井町～甲斐市牛句間の未事業化区間については、事業中区間の進捗状況等も踏まえ検討を進めてまいります。

【山梨県】
　新山梨環状道路の東部区間は、甲府市西下条町から国道20号笛吹市石和町広瀬までの７．１ｋｍ区間であり、このうち西下条ランプから落合
西インターまでの１．６ｋｍ区間が東部区間Ⅰ期として、令和４年１１月に開通されました。
　その先の落合西インターから（仮称）広瀬インターまでの５．５ｋｍのうち、（仮称）東油川インターまでの１．８ｋｍを先行して工事着手
しているところです。残る３．７ｋｍの区間については、既に約９割の用地取得が完了し、早期工事着手に向けて取り組んでおります。
　県としましても、この道路の整備効果が一日も早く発現されるよう、令和４年１１月に「新山梨環状道路早期整備に関する要望」、令和５年
３月に「『ふるさと強靱化』を実現する道路予算の確保に関する要望」など機会を捉えて国への要望を行っておりますが、引き続き補正予算等
を活用しながら、必要な予算確保に努めて参ります。
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項　　目 回　答 備考

　　　　令和５年度（一社）山梨県建設業協会との意見交換会　回答    

整備局資料－４

■岸田政権の発足により、「成長の果実を、従業員に分配する。そして、未来への投資である賃上げが原動力となって、更なる成長につなが
る。」という理念のもと、賃上げが企業命題となりました。

これに伴い、国調達案件の総合評価落札方式において「賃上げ加点」が創設されましたが、昨今の物価上昇や人手確保のため、他産業の上場企
業では初任給は前年度比30％増・春闘賃上げは40％超の企業が出現するなど政府の指針以上の賃上げを実施する企業が多数見受けられています。
この流れは地方の中小建設企業においても同様で、各企業「賃上げ加点」以上の対応を実施している現状です。

一方で、設計労務単価は、11年連続の上昇となり、歓迎すべきところですが、末端の作業員の賃金アップを確認するためには、各作業員の賃金
台帳を継続的に管理していく必要があり、現場単位での賃金の変位の管理は困難な状況であります。

また、地方の中小建設企業は上場企業のような大企業とは異なり、官需に頼るところが大きく、既に数十％の賃上げ実施後さらに加えて継続的
に賃上げを実施する事は、企業経営上不可能な状況になりかねません。
　つきましては、以下の通り提案・要望します。

①賃上げを支える設計労務単価等の更なる上昇

　積算に使用する公共工事設計労務単価は、公共工事に従事する建設労働者の賃金の支払い実態を職種ごとに労働基準法に基づく「賃金台帳」
等から調べる「公共事業労務費調査」の結果に基づいて決定しております。
　公共工事設計労務単価は１１年連続で引き上げられ、令和５年度は９年ぶりに５％を超える上昇となっています。
　ご要望については本省に伝えてまいります。
　適正な労務単価設定のために、引き続き公共事業労務費調査へのご協力をお願いいたします。

② 　賃上げ期間は複数年を対象期間として評価する
　例）<現行>　毎年1.5％（中小企業の場合）の上昇
　　　<改正案>複数年で上昇

　総合評価落札方式における賃上げを実施する企業の加点措置については、政府全体の取組として、国土交通省のみならず、他の国の機関も含
め実施されているものです。
　先程のご説明のとおり、賃上げの実績確認の際には、例えば比較対象となる社員の範囲から役員や嘱託職員を除いたり、賃金ではボーナス、
手当等を除いた基本給のみを比較対象とすることも可能とするなど、柔軟な対応を取らせていただいているところです。
　頂いた御意見につきましては、本省に伝えます。

３．賃金引上げへの対
応と賃上げ期間に関す
る定義の変更について
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項　　目 回　答 備考

　　　　令和５年度（一社）山梨県建設業協会との意見交換会　回答    

整備局資料－４

■昨今の原油高・ロシアのウクライナ侵攻・急激な円安の影響で、工事価格を構成する全ての「物」の価格が高騰しております。特に最近の物価
上昇は急激で先が見えない状況にあります。

単品スライドや全体スライド等の措置によって直接工事費に関しては上昇分の担保がある程度成されているものの、間接工事費に関しては土木
工事の積算の構成上、直接工事費の価格に一定率を乗じる方式となっているため、直接工事が増額される場合は比例的に上昇しますが、工期のみ
が延伸になった場合には現場で費用が増した場合でも請負価格に反映されにくい仕組みとなっております。
　つきましては、積算時の諸経費率分を実勢に沿うものとすべく改訂をお願いするとともに、以下の点について提案・要望します。

①工期延伸時の経費率について
現在の経費設定は、直接工事費の金額を基に、各経費率を乗じて算出されておりますが、直接工事費が増額と成る場合は、経費もそれに伴い増

額される為、工期延伸による増加した経費を吸収することが可能と成りますが、様々な外的要因により工期のみが延伸し、工事内容が減工又は横
ばいと成り、工事中止等の救済処置にも該当しない場合、経費率は下がり、延伸した経費を吸収できず、施工業者に大きく圧し掛かる事となりま
す。このような一定の経費率にとらわれ、救済されない経費（現場管理費等の諸経費）に柔軟に対応できる特例の新設を要望致します。

　工事の一時中止に伴う増加費用等の積算については、工事一時中止に係るガイドラインに基づき対応しているところです。
　そのような中、令和２年度の積算基準等の改訂において、工期と連動した間接工事費が設定されました。これは、一時中止の有無にかかわら
ず、受注者に責任がない中で工期を延伸した場合、経費を計上できることとなっております。
　ご要望の外的要因による工期延期に伴う経費については、天候不順による工期延期も対応可能となっておりますので、協議をして頂くようお
願いします。

②経費区分の条件細別化について
　諸経費の条件設定を細別化し、実勢に沿った経費率として欲しい。
　（例）交差点改良工事

現状の工種区分は道路工事である。そのため通常の道路工事とは異なり施工性も悪いため、条件設定に「交差点改良」等の付加を検討して頂き
たい。

　直轄工事の積算において、工種区分は工事名にとらわれることなく、実際の工事内容に沿って適切に選定しているところです。
　箇所が点在する工事の積算」や「１日未満で完了する作業の積算」などの積算方式を活用し、より現場に即した発注に努めてまいります。
　引き続き、適切な工種区分の選定、積算に努めていくとともに、諸経費動向調査において実態の把握に努めてまいりますのでご協力をお願い
いたします。

４．諸経費（率分）の
改訂について
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③現場管理費（現場従業員の給料手当等の明確化）について
監理技術者・主任技術者給与は現場管理費にどの程度計上されているか不明なため明確にして頂きたい。また、政府が推奨する賃上げについて

大企業については年３％、中小企業については年1.5％の賃上げ実施には毎年の現場管理費の改訂が不可欠であると考えるので、検討をお願いした
い。

　一般管理費や現場管理費等の経費については、毎年、諸経費動向調査により把握に努めているところです。そうした中、令和４年度に最新の
本社経費の実態を反映し、一般管理費の見直しを行ったところです。
　ご要望の現場従業員の給料手当等の明確化については、各現場の現場管理費全体額をそれぞれ比較した上で設定している為、項目毎の費用を
明確にするのは困難ですが、いただきましたご意見は本省に伝えてまいります。
　引き続き、諸経費動向調査において実態の把握に努めてまいりますので、ご協力をお願いいたします。

■近年、短時間で想定雨量を超える豪雨による水害が全国各地で頻発しており、今年8月に発生した台風第7号は、西日本の地域を中心に大雨とな
り、総雨量は、多い所で8 月の月降水量の 2 倍を超え、各地に甚大な被害をもたらしました。
　山梨県においても、過去には富士川や相模川流域などにおいて壊滅的な被害を生じさせた、豪雨災害も発生しております。
本県の主要河川の富士川・笛吹川は急流に加え、甲府盆地内では河床が堤内地より高い、いわゆる天井川を形成している区間も多く、ひとたび堤
防が決壊すると甚大な被害の発生が危惧されるとともに、流速も早いことから避難行動においても迅速な対応が必要となります。

その際には、水防活動を行う上で必要な土砂などの緊急用資材を事前に備蓄しておくほか、資材の搬出入やヘリコプターの離着陸などに必要な
作業面積を確保し、災害が発生した場合には緊急復旧などを迅速に行う基地となる等、｢河川防災ステーション｣は、大いに期待される施設であり
ます。
つきましては、以下の通り提案・要望します。
①山梨県内の治水における堤防補強対策の促進
　河床を下げることに加え、堤防のかさ上げや法面・天端部の強化

【関東地方整備局】
　富士川水系の治水対策については、直轄区間では（H18に策定された）富士川河川整備計画に基づき、昭和５７年洪水等、戦後最大規模の洪水
を目標に、上下流バランス等を考慮しながら進めてきており、現在は富士川中流部の堤防整備や出水により河岸が侵食された箇所における護岸
整備を順次実施しております。
　一方、気候変動等により、頻発・激甚化する水災害に対しては、施設では防ぎ切れない大洪水は必ず発生するとの考えに立ち、社会全体で洪
水に備えるため、ハード、ソフト対策一体となった減災の取組を国・県・市町と協働して実施していく「富士川水系流域治水プロジェクト」を
令和３年３月に公表し、進めているところです。
　また、気候変動による降雨量の増加などを考慮した治水計画の見直しに関する全国の動向を踏まえ、富士川水系においても令和２年１０月に
「富士川水系河川整備計画フォローアップ委員会」を設立し、気候変動の影響を反映した治水計画の見直しに向けた検討を進めてまいります。
　今後とも、水害から国民の生命財産を守るため、最近の激甚化する降雨の状況、施設の健全度等の維持管理を踏まえながら、県とも連携し、
防災・減災対策に取り組んでまいります。

　【山梨県】
　県管理河川においては、河川整備計画に基づき整備を進めてきてきているほか、近年は、国の五か年加速化対策予算や緊急浚渫推進事業債を
活用し、伐木や浚渫を継続的に実施しております。
　また、堤防強化対策についてはこれまで、漏水等が発生している浅利川や境川などの河川において優先的に対策を進めてきたところでありま
すが、本年度からは漏水等が発生していない荒川においても堤防強化対策を事業化し地質調査や詳細設計を実施しており、今後、詳細設計が完
了し次第、順次工事に着手して参ります。

５．治水の安全性向上
と｢河川防災ステーショ
ン｣について
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②｢河川防災ステーション｣の新たな設置
　釜無川及び笛吹川沿いの民地埋め立て方法等による設置

　直轄区間では（H18に策定された）富士川河川整備計画において、水防拠点又は河川防災ステーションが各ブロック別に計画されており、増穂
河川防災ST（MIZBEステーション）（完成済み）、木島河川防災ST（事業中）が登録済み、中流区間河川防災ステーション（仮称）、笛吹川防災
拠点（仮称）が計画されており、今後、緊急時のアクセス性、優先性、事業費用等の検討とともに、地域住民並びに自治体等との調整（費用負
担含む）がされ個別事業承認の申請を行う見込みです。

関東地方整備局におかれましては、令和2年度の関東甲信越ブロック会議における山梨県からの要望事項である「工事書類の必要最小限化と工事
工程の円滑化について」に関し「土木工事電子書類作成マニュアル」及び「土木工事電子書類スリム化ガイド」の改定の中で、工事検査は「検査
書類限定型」をすべての工事に適用いただき、工事検査前の書類の作成及び整理作業が大幅に改善されたことに大変感謝しております。
■今後は、働き方改革に資する、新たな担い手の確保・育成のためにも一層の現場での長時間労働是正等、受発注者相互が互いに効率化できるよ
う、工事検査における一層の書類の限定と、本運用に際しては出先事務所に対するご指導等周知と徹底をお願いするとともに、地方自治体（県・
市町村）に対しても、スリム化ガイドの導入及び積極的な取り組みの推進についてお願いいたします。

　検査書類限定型工事につきまして、令和４年６月に行った「検査書類限定型工事」の実施状況に係るアンケート調査を実施し、受発注者とも
に本取組について効果的で働き方改革につながるとの評価をされているところです。
　また、令和３年４月以降の公告案件について、適用されており、本取組の趣旨を鑑み、遺漏なく実施するよう、令和４年１１月に各事務所へ
徹底する事務連絡を発出しております。工事検査における一層の書類の限定については、ご意見を踏まえたうえで、本省にも伝えてまいりま
す。

　建設業における２０２４年問題に向けた働き方改革の取組を推進する観点から、関東地方整備局では書類作成の負担軽減の取り組みとして、
「土木工事電子書類作成マニュアル」及び「土木工事電子書類スリム化ガイド」（以下、「本マニュアル」）について、令和5年7月28日に、ア
ンケート調査結果や受注者ヒアリングを踏まえ、更なるスリム化に向け不明瞭な表現などを適正化し、より分かりやすいものにバージョンアッ
プしております。
　本マニュアルについては、関東ブロック発注者協議会や山梨県分科会を通じて、地方自治体を含む発注機関に対して情報提供を行っていると
ころです。
　引き続き、書類の簡素化の取組が推進されるよう地方自治体を支援してまいります。

６．担い手育成に向け
た書類簡素化の更なる
推進について
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令和２年度国土交通省土木工事・業務の積算基準等の改定       

https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001328028.pdf      
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